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令和７年度高知市職員採用資格試験（下期） 
試 験 案 内 

Ｗ．薬剤師 

（会計年度任用職員経験者枠） 

受付期間 令和７年８月14日(木) ８時30分から 
令和７年９月４日(木) 17時まで 

※ 同一受付期間において、複数の試験区分（消防職員含む。）に申し込むことはできませ

ん。ただし、任期付短時間勤務職員（事務Ⅱ）及び高知市教育委員会実施の試験との併

願は可能です。 

申込方法  インターネット申込み（詳細は３頁参照） 

※ 期間中、24時間申込可能 

第１次試験 教養試験ほか  令和７年９月28日(日) ９時40分から 

試験会場は以下のいずれかを予定しています。 

・高知市役所本庁舎 

・高知市役所たかじょう庁舎 

※ 申込状況により変更となる場合があります。 

※ 受験票発行の際に通知します。 
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１ 試験区分・採用予定人員・職務内容 

試験区分 採用予定人員 職務内容 

Ｗ．薬剤師 
（会計年度任用職員経験
者枠） 

若干名 
環境衛生、食品衛生、薬事行政等において薬剤師に関する専門
的業務に従事します。 

 

 

２ 受験資格 

試験区分 受験資格 

Ｗ．薬剤師 
（会計年度任用職員経験
者枠） 

以下の要件を全て満たす人 

(1) 令和７年８月14日に，本市の会計年度任用職員として在職している人 

(2) 令和７年８月１日時点で，連続して２年以上本市の職員（会計年度任用職 

 員含む。※）として在職している人 

(3) 令和６年度及び令和７年度において欠勤がない人 

(4) 昭和41年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人で，薬剤師免 

 許を有する人 

※ 任期付職員から引き続き会計年度任用職員として雇用されている人は、任期付職員としての在職期間も 

 当該在職期間に含みます。 

※ 会計年度任用職員経験者区分の受験は１年度につき１回までです。 

 

 

 

（注） 

⑴ 学歴は問いません。 

⑵ 上記の受験資格を有する人であっても、次のいずれかに該当する人は受験できません。 

① 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人 

② 高知市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

③ 日本国憲法施行の日（昭和22年５月３日）以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

④ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産者の宣告を受けている人（心神耗弱を原因とする人以外） 

⑶ 同一受付期間において、複数の試験区分（消防職員含む。）に申し込むことはできません。ただし、任期付短

時間勤務職員（事務Ⅱ）及び高知市教育委員会実施の試験との併願は可能です。 





 







 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




